
危険物取扱者保安講習（対面講習）受講上の注意事項

１　各回の受付期間（P５～６参照）を厳守してください。
　　受付は、会場の定員になり次第締め切りとします。
　　会場の定員は、都合により縮小する場合もありますので、ご了承ください。

２　原則として、受付後の受講日時の変更は認めませんが、やむを得ず変更の必要が生じ
た場合や欠席する場合は、講習前に必ず（一社）千葉県危険物安全協会連合会【043－
266－7930】にご連絡ください。

３　感染症等予防のため、別途注意事項を定める場合がありますのでご承知ください。受
講される方は下記の点に十分ご注意くださるようお願いします。

　⑴　咳やくしゃみ、のどの痛みや発熱など、風邪のような症状のある方は受講をお控え
ください。

　⑵　会場内では、咳エチケット、手洗いなど感染予防対策を心掛けてください。
　⑶　上記以外にも会場の注意事項にご留意いただく場合があります。当協会のホームページ

をご覧ください。
　⑷　受講予定日に上記症状等により受講ができなかった場合は、（一社）千葉県危険

物安全協会連合会【043－266－7930】へ早急にご連絡ください。

４　講習当日は、危険物取扱者免状、受講票及び筆記用具を必ず持参してください。

５　講習終了後、危険物取扱者免状に受講済みの証印を押しますので、必ず押印を受けてく
ださい。

６　講習手数料は、理由の如何を問わず返却できませんので、欠席しないようにして
ください。

７　事故等により中止もしくは会場や日程の変更をする場合には、緊急情報として千葉県
防災危機管理部消防課及び（一社）千葉県危険物安全協会連合会のホームページに掲載
します。

　　特に、気象庁が発表する特別警報等の防災情報に対応する場合の緊急情報は、講習開
始時間の２時間前までに千葉県防災危機管理部消防課ホームページに掲載します。

８　受付時間等はP２の５⑵記載のとおりですので、厳守してください。市原市市民会館
会場は他会場と異なります。遅刻は原則認めません。

　　なお、会場によっては駐車場がない場合がありますので、車での来場はなるべく差し控
えてください。

３　講習手数料
　　１名につき5,300円（千葉県収入証紙を貼付）
　　千葉県収入証紙：各地域振興事務所・市町村役場・(一社)千葉県危険物安全協会
　　　　　　　　　　連合会等で販売しています。
　　　　　　　　　　「収入印紙」ではありませんので、ご注意ください。

　　※　千葉県収入証紙は、令和８年12月末で販売を終了する予定です。
　　　　販売：　令和８年12月末まで　　　使用期限：　令和９年12月末まで

　令和９年１月からは、千葉県の発行する納付書兼領収書も使用可能になる予定です

受付後の講習手数料は、理由の如何を問わず返却できません

４　受講までの手続き
　①　「オンライン講習事前連絡書」をメール送付する
　　千葉県危険物安全協会連合会ホームページから「オンライン講習事前連絡書（エ

クセルファイル）」をダウンロードし、必要事項を入力してメールで当連合会あ
てに（ckoushu@themis.ocn.ne.jp）送付してください。

　②　講習システムに登録する
　　事前連絡書を当連合会が受付後、発信メールアドレス宛に、講習システムの受講

登録用ＵＲＬ・企業ＩＤ・パスワードを記載したメールが返信されます。
　　メールの案内に従って、ネットラーニング社サイトにアクセスしてシステムに登
録をお願いします。

　　システム登録受付期間内に必ず登録してください。
　　期日までに登録を行わない場合は、受講できませんのでご注意ください。
　　※「受講者マニュアル」（千葉県危険物安全協会連合会ホームページに掲載）も

ご参照ください。
　③　受講申請書を郵送する
　　受講登録についての案内メールを受領したら、受講申請書を（一社）千葉県危険物

安全協会連合会へ簡易書留で郵送してください。各回の受付期間内の消印有効です。
　　・申請書は対面講習と同じ用紙を使用し、申請書の会場名欄に「オンライン」と
　　　記入（受講票は使用しないため、送付不要）
　　・申請書に危険物取扱者免状の表と裏の写し及び千葉県収入証紙5,300円分を貼付
　　・申請書は、下記連合会への郵送のみで受付
　　　連合会窓口及び千葉県内各消防本部（局）での受付は行いません。

　　　【送付先】〒260－0843　千葉市中央区末広2－14－1　ワクボビル２階
　　　　　　　（一社）千葉県危険物安全協会連合会　　℡ 043－266－7930

　※　申請者が複数の場合、申請書の提出等の手続きは代表者(担当者）が一括して
行って構いません。

　※　テキストは冊子ではなく、システム内のデジタル版を使用します。
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